


こ
れ
ま
で
の
医
療
保
険
分
は
医
療

保
険
分
と
後
期
高
齢
者
支
援
分
へ

こ
れ
ま
で
、
国
民
健
康
保
険
料
は
、

国
保
被
保
険
者
の
医
療
費
の
給
付
に

使
わ
れ
る
費
用
な
ど
の
た
め
の
「
医

療
保
険
分
」
と
、
介
護
保
険
の
給
付

に
使
わ
れ
る
費
用
な
ど
の
た
め
の

「
介
護
保
険
分
」
で
構
成
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
し
て
、
国
民
健
康
保
険

に
加
入
す
る
高
齢
者
の
老
人
医
療
費

は
、「
医
療
保
険
分
」
に
含
ま
れ
て

い
ま
し
た
。

平
成
20
年
度
か
ら
、
老
人
保
健
制

度
に
代
わ
っ
て
、
新
た
に
「
長
寿
医

療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）」

こ
れ
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
料
は
、
医
療
費
の
給
付
に
使
わ
れ
る
「
医
療
保
険
分
」
と
介
護
保
険
の
給
付
に
使
わ
れ
る
「
介

護
保
険
分
」
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、「
医
療
保
険
分
」
に
は
老
人
医
療
費
へ
の
拠
出
分
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
平
成
20
年
度

か
ら
は
、
長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
新
た
に
「
後
期
高
齢
者
支
援
分
」
を
算

定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
料
は
「
医
療
保
険
分
」、「
後
期
高
齢
者
支
援
分
」、「
介
護
保
険

分
」
の
３
つ
の
要
素
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

が
創
設
さ
れ
、
そ
の
制
度
を
支
援
す

る
た
め
に
、
75
歳
未
満
の
人
は
「
後

期
高
齢
者
支
援
分
」
と
し
て
保
険
料

を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す

る
介
護
保
険
２
号
被
保
険
者
が
負
担

す
る
「
介
護
保
険
分
」
に
つ
い
て
は

変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

保
険
料
は
世
帯
主
が
納
め
ま
す

保
険
料
を
納
め
る
義
務
は
世
帯
主

に
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
世
帯
主

が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な

く
て
も
、
世
帯
の
中
に
ひ
と
り
で
も

被
保
険
者
が
い
れ
ば
、
納
付
通
知
書

は
世
帯
主
に
送
ら
れ
ま
す
。

世
帯
主
が
長
寿
医
療
制
度
（
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
）
の
被
保
険
者
の

場
合
も
同
様
で
す
。

40
歳
未
満
の
人
の
場
合

医
療
保
険
分
と
後
期
高
齢
者
支
援

分
を
納
め
ま
す
。
介
護
保
険
分
の
負

担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人

（
介
護
保
険
の
２
号
被
保
険
者
）

医
療
保
険
分
、
後
期
高
齢
者
支
援

金
分
、
介
護
保
険
分
を
納
め
ま
す
。

65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
人

（
介
護
保
険
の
１
号
被
保
険
者
）

医
療
保
険
分
と
後
期
高
齢
者
支
援

分
を
国
保
料
と
し
て
納
め
る
ほ
か
、

介
護
保
険
料
は
別
に
納
め
ま
す
。

※
平
成
20
年
度
か
ら
、
世
帯
内
の
国

保
被
保
険
者
全
員
が
65
歳
以
上
75
歳

未
満
の
場
合
、
保
険
料
は
世
帯
主
の

年
金
か
ら
特
別
徴
収
（
天
引
き
）
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
場
合
は
、

普
通
徴
収
に
な
り
ま
す
。

●
世
帯
主
が
国
保
被
保
険
者
以
外
の

場
合

●
世
帯
主
の
年
金
が
年
額
18
万
円
未

満
の
場
合

●
介
護
保
険
料
と
合
わ
せ
た
徴
収
額

が
年
金
額
の
２
分
の
１
を
超
え
る

場
合

※
年
度
内
に
65
歳
ま
た
は
75
歳
を
迎

え
る
国
保
被
保
険
者
が
世
帯
内
に
お

ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
年
度
は
普
通

徴
収
に
な
り
ま
す
。
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所
得
の
申
告
が
お
済
み
で
、
左
記

の
表
に
該
当
す
る
場
合
は
、
保
険
料

の
う
ち
、
均
等
割
額
と
平
等
割
額
が

減
額
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
平
成
20
年

度
か
ら
「
２
割
軽
減
」
の
申
請
は
不

要
に
な
り
ま
し
た
。

◆
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
は

長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
）
の
被
保
険
者
の
う
ち
、
次

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
人
を
い
い

ま
す
。
な
お
、
こ
の
資
格
は
、
長
寿

医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）

に
加
入
し
た
月
以
後
、
５
年
を
経
過

す
る
月
ま
で
に
限
ら
れ
ま
す
。

①
長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
）
加
入
前
は
国
保
の
被
保

険
者
で
あ
っ
た
人

②
長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
）
加
入
時
の
国
保
世
帯
主

と
、
そ
れ
以
後
も
同
一
の
世
帯
に

属
す
る
人
（
世
帯
主
は
継
続
す
る

こ
と
が
条
件
で
す
）

◆
正
し
い
所
得
の
申
告
を

保
険
料
の
所
得
割
額
は
、
前
年
の

所
得
を
基
に
決
め
ら
れ
ま
す
。
事
業

の
健
全
な
運
営
を
図
る
た
め
に
も
、

正
し
い
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
で
は
、
給
付
の
際

に
所
得
に
応
じ
た
軽
減
措
置
が
あ
り

ま
す
が
、
申
告
を
し
て
い
な
い
と
、

軽
減
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

人
間
ド
ッ
ク
・
歯
科
健
診
で
健
康
生
活
を
！

所
得
が
少
な
い
人
の
軽
減
措
置

４
月
以
降
、
75
歳
以
上
の
人
は
長

寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
）
に
移
行
し
、
新
制
度
の
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
伴
っ
て
、
国
民
健
康
保
険
加

入
者
の
保
険
料
負
担
が
急
に
増
え
る

こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
次
の
よ
う
な

軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
制
度
創
設
に
よ
り

国
保
単
身
世
帯
と
な
る
人

制
度
の
創
設
に
と
も
な
い
、
75
歳

以
上
の
人
が
新
制
度
に
移
行
さ
れ

た
、
ま
た
は
、
今
後
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
国
保
単
身
世
帯
と
な
る
場
合
、

５
年
間
は
世
帯
に
賦
課
さ
れ
る
「
医

高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設
に
伴
う

保
険
料
の
軽
減
措
置

療
分
」
と
「
後
期
高
齢
者
医
療
支
援

分
」
の
平
等
割
額
が
半
額
に
な
り
ま

す
。
な
お
こ
の
軽
減
は
、
移
行
さ
れ

た
人
が
前
述
の
特
定
同
一
世
帯
所
属

者
の
場
合
に
限
ら
れ
ま
す
。

◆
被
用
者
保
険
の
被
保
険
者
が
新
制
度

に
移
行
し
、
そ
の
被
扶
養
者
が
新

た
に
国
保
へ
加
入
さ
れ
る
場
合

75
歳
以
上
の
人
が
会
社
の
健
康
保

険
な
ど
の
被
用
者
保
険
被
保
険
者
か

ら
新
制
度
の
被
保
険
者
に
移
行
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
被
扶
養
者
が

新
た
に
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

と
な
っ
た
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
保

険
料
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

平
成
20
年
度
の
「
人
間
ド
ッ
ク
」
お

よ
び
「
歯
科
健
康
診
断
」
の
受
付
を
６

月
23
日
（月）
か
ら
行
い
ま
す
。
定
員
に
な

り
次
第
締
め
切
り
ま
す
の
で
お
早
め
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
定
員

人
間
ド
ッ
ク
　
　
50
人

歯
科
健
康
診
断
　
110
人

■
対
象

人
間
ド
ッ
ク
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
で
30
歳
以
上
40
歳
未
満
の
人

歯
科
健
康
診
断
　
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
で
30
歳
以
上
75
歳
未
満
の
人

■
検
査
費
用
（
本
人
負
担
額
）

○
総
合
　
　
　
　
　
４
、
８
８
０
円

○
内
科
＋
眼
底
検
査
４
、
６
８
０
円

○
内
科
系
　
　
　
　
４
、
５
０
０
円

○
眼
科
系
　
　
　
　
　
　
９
６
０
円

○
歯
科
系
　
　
　
　
　
　
２
６
０
円

本
人
負
担
額
は
、
検
査
費
用
の
15
％

で
す
。
た
だ
し
、
平
成
20
年
４
月
１
日

か
ら
平
成
21
年
３
月
31
日
の
間
に
、
人

間
ド
ッ
ク
の
場
合
は
満
30
歳
、
35
歳
に

な
ら
れ
る
人
、
歯
科
健
康
診
断
の
場
合

は
、
満
30
歳
、
35
歳
、
40
歳
、
45
歳
、

50
歳
、
55
歳
、
60
歳
、
65
歳
、
70
歳
に

な
ら
れ
る
人
は
、
節
目
健
診
と
し
て
無

料
（
国
保
が
全
額
負
担
）
に
な
り
ま
す
。

■
健
診
項
目

●
医
科

血
圧
、
検
尿
、
検
便
、
末
梢
血
、
血

液
化
学
、
血
沈
、
心
電
図
、
眼
底
、
眼

圧
、
胃
・
十
二
指
腸
Ｘ
線
ま
た
は
内
視

鏡
検
査
な
ど

●
歯
科

口
腔
清
掃
、
歯
石
沈
着
、
歯
周
疾
患
、

不
正
咬
合
、
口
腔
粘
膜
疾
患
な
ど

■
申
込
方
法

印
鑑
と
被
保
険
者
証
を
持
参
の
上
、

国
保
年
金
医
療
係
か
各
支
所
、
各
出
張

所
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
申
込
内
容
に
従
い
「
利
用
券
」
を
ご

自
宅
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
医
療
機
関

へ
予
約
の
上
、
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

■
医
療
機
関

●
医
科

長
門
総
合
病
院
、
岡
田
病
院
、
斎
木

病
院
、
天
野
内
科
胃
腸
科
医
院
、
俵
山

病
院
、
福
永
病
院
、
半
田
内
科
ク
リ
ニ

ッ
ク
、
福
永
医
院
、
持
山
外
科
整
形
外

科
医
院
、
吉
村
内
科
、
友
近
内
科
循
環

器
科
医
院
、
國
司
眼
科
医
院

●
歯
科

上
野
歯
科
医
院
、
近
藤
歯
科
医
院
、

杉
山
歯
科
医
院
、
田
中
歯
科
医
院
、
丹

下
歯
科
仙
崎
診
療
所
、
な
か
む
ら
歯
科

医
院
、
西
嶋
歯
科
医
院
、
西
村
歯
科
医

院
、
吉
村
歯
科
医
院
、
重
田
歯
科
医
院
、

藤
井
歯
科
医
院
、
藤
本
歯
科
医
院
、
西

島
歯
科
医
院
（
日
置
）、
村
岡
歯
科
医
院
、

吉
村
歯
科
医
院
（
三
隅
）

■
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こ
の
軽
減
措
置
は
、
２
年
間
、
65

歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
人
に
適
用
さ

れ
、
そ
の
人
に
対
し
て
算
定
さ
れ
る

所
得
割
と
資
産
割
が
免
除
さ
れ
る
と

と
も
に
、
被
保
険
者
均
等
割
が
半
額

と
な
り
、
さ
ら
に
、
世
帯
に
お
い
て

被
保
険
者
が
一
人
の
場
合
は
、
世
帯

別
の
平
等
割
も
半
額
に
な
り
ま
す
。

（
右
頁
図
例
（1）
、
（2）
参
照
）

・
減
免
の
申
請
に
つ
い
て

平
成
20
年
度
の
保
険
料
算
定
を
６

月
中
に
行
い
ま
す
が
、
減
免
前
の
保

険
料
額
を
計
算
し
た
後
、
５
割
、
７

◆軽減の種類

◆
申
請
に
よ
り
減
免
さ
れ
ま
す

国
民
健
康
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

長
門
市
の
条
例
で
そ
の
減
免
に
つ
い

て
規
定
さ
れ
、
要
綱
の
規
定
に
よ
り

運
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
要
綱
に

よ
る
減
免
の
対
象
は
次
の
と
お
り
で

す
。
該
当
さ
れ
る
場
合
は
、
市
役
所

国
保
年
金
医
療
係
ま
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

●
火
災
・
風
水
害
・
震
災
等
に
あ
わ

れ
た
世
帯

①
災
害
等
に
よ
り
障
害
の
認
定
を
受

け
ら
れ
た
場
合

②
災
害
等
に
よ
り
財
産
等
を
３
割
以

上
失
わ
れ
た
場
合

③
冷
害
・
干
害
等
で
農
作
物
被
害
額

が
平
年
の
３
割
以
上
に
及
ん
だ
場

割
の
法
定
減
免
額
を
確
認
し
、
異
動

届
の
際
の
「
資
格
喪
失
証
明
書
」
に

よ
り
、
こ
の
制
度
に
該
当
し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
た
人
に
は
、
申
請

を
お
願
い
す
る
通
知
を
し
ま
す
。

申
請
を
さ
れ
る
と
、
資
格
発
生
月

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
減
免
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
こ
の
制
度
に
該
当
す
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
別
の
理
由
に
よ

る
異
動
の
届
出
で
資
格
取
得
さ
れ
て

い
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
よ
く
わ
か

ら
な
い
場
合
は
窓
口
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
の
減
免
措
置
に
つ
い
て

合
※
②
及
び
③
の
場
合
、
前
年
の
所
得

金
額
に
よ
り
該
当
し
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

●
失
業
・
休
廃
業
・
疾
病
等
に
よ
り

前
年
の
所
得
金
額
に
対
し
、
３
割

以
上
が
減
に
な
る
と
見
込
ま
れ
、

か
つ
、
そ
の
見
積
額
が
生
活
保
護

法
に
よ
る
生
活
扶
助
基
準
額
等
の

1.1
倍
を
超
え
な
い
世
帯

●
法
律
に
よ
り
、
収
監
・
拘
禁
を
受

け
る
人

※
前
年
の
合
計
所
得
金
額
に
よ
り
該

当
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

市
民
課
　
国
保
年
金
医
療
係

TEL
23
‐
１
１
４
３
　



北
長
門
海
岸
国
定
公
園
に
指
定
さ
れ
る
長
門
市
の
美
し
い
海
は
、
私
た
ち
市

民
の
誇
り
で
あ
り
大
切
な
財
産
で
す
。
そ
し
て
、
人
々
に
や
す
ら
ぎ
と
潤
い
を

与
え
る
自
然
環
境
を
次
世
代
に
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
は
重
要
な
課
題
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
最
近
で
は
心
無
い
不
法
投
棄
や
漂
着
ゴ
ミ
な
ど
に
よ
り
、

美
し
い
は
ず
の
海
岸
線
が
ゴ
ミ
の
渚
と
化
し
て
い
ま
す
。

長
門
市
で
は
一
昨
年
か
ら
「
長
門
市
海
岸
清
掃
の
日
」
を
定
め
、
市
内
各
地

で
一
斉
に
海
岸
清
掃
活
動
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
７
月
６

日
（日）
に
次
の
と
お
り
、
市
内
９
ヵ
所
で
海
岸
清
掃
を
行
い
ま
す
。
市
民
の
み
な

さ
ん
の
ご
協
力
と
積
極
的
な
ご
参
加
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

●
日
　
時

７
月
６
日
（日）

（
実
施
時
間
は
下
表
の
と
お
り
）

●
清
掃
場
所
／
集
合
場
所
　
　
下
表
の
と
お
り

●
そ
の
他

・
作
業
の
で
き
る
服
装
で
ご
参
加
く
だ
さ
い

・
軍
手
、
ゴ
ミ
袋
、
飲
物
は
主
催
者
で
用
意
し
ま
す

・
波
が
高
い
な
ど
悪
天
候
の
場
合
は
中
止
し
ま
す

●
問
い
合
わ
せ

長
門
市
役
所
商
工
観
光
課
観
光
振
興
係

TEL
23
‐
１
１
３
７

６
月
23
日
か
ら
29
日
は
「
男
女
共

同
参
画
週
間
」
で
す
。

男
女
が
お
互
い
に
そ
の
人
権
を
尊

重
し
つ
つ
、
喜
び
も
責
任
も
分
か
ち

合
い
、
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
そ
の

個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ

と
が
で
き
る「
男
女
共
同
参
画
社
会
」

の
実
現
の
た
め
に
は
、
国
や
地
方
公

共
団
体
だ
け
で
は
な
く
、
市
民
の
み

な
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
取
り
組
み
が

必
要
で
す
。

市
と
市
男
女
共
同
参
画
審
議
会
で

は
、
男
女
共
同
参
画
意
識
の
啓
発
・

醸
成
を
図
る
た
め
、
講
演
会
を
開
催

し
ま
す
。

こ
の
機
会
に
あ
な
た
も
男
女
共
同

参
画
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん

か
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
日
時

６
／
22
（日）

９：

00
〜

■
場
所

長
門
市
物
産
観
光
セ
ン
タ
ー

２
階
大
会
議
室

■
講
師

川
久
保

賢
隆
　
氏
（
シ

ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
ネ
ッ
ト
代
表
）

■
演
題

「
考
え
よ
う
　
と
も
に
輝
く
秘
訣
」

〜
日
常
生
活
に
お
け
る

男
女
共
同
参
画
〜

■
入
場
料

無
料

■
問
い
合
わ
せ

企
画
政
策
課
市
民
活
動
推
進
室

TEL
23
‐
１
１
１
５

長
門
市
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
（
ほ
っ

ち
ゃ
テ
レ
ビ
）
で
は
、
一
定
の
要
件

を
満
た
し
て
い
る
人
に
つ
い
て
、
加

入
負
担
金
と
月
額
利
用
料
を
減
免
し

て
い
ま
す
。
こ
の
減
免
制
度
の
適
用

を
受
け
る
た
め
に
は
毎
年
申
請
手
続

き
が
必
要
で
す
。

平
成
20
年
度
の
減
免
申
請
を
さ
れ

る
人
は
、
減
免
申
請
書
に
世
帯
全
員

の
市
民
税
課
税
証
明
書
（
証
明
料
が

150
円
必
要
）
を
添
付
し
て
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

現
在
、
減
免
を
受
け
て
い
る
人
も

引
き
続
き
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る

場
合
は
手
続
き
が
必
要
で
す
。
申
請

が
な
い
場
合
は
８
月
分
か
ら
通
常
料

金
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
減
免
の
対
象
者
は
次
の
と
お
り

で
す
。

■
全
額
免
除

日
本
放
送
協
会
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）
受
信

料
免
除
基
準
の
「
１
全
額
免
除
」

に
該
当
す
る
人

■
半
額
免
除

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
日
本
放
送
協
会
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）
受
信

料
免
除
基
準
の
「
２
半
額
免
除
」

に
該
当
し
、
か
つ
そ
の
世
帯
を
構

成
す
る
す
べ
て
の
人
が
市
民
税
非

課
税
の
場
合

②
70
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
世
帯

で
、
か
つ
市
民
税
非
課
税
の
場
合

③
65
歳
以
上
の
み
の
世
帯
で
、
そ
の

中
に
70
歳
以
上
の
人
が
含
ま
れ
、

か
つ
市
民
税
非
課
税
の
場
合

④
母
子
・
父
子
の
み
の
世
帯
で
、
か

つ
市
民
税
非
課
税
の
場
合

■
申
請
受
付
期
間

７
／
１
（火）
〜
31
（木）
（
減
免
適
用
期

間
は
８
／
１
（金）
か
ら
）

■
申
請
方
法

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
放
送
セ
ン
タ
ー

本
局
（
ほ
っ
ち
ゃ
テ
レ
ビ
）、
本

庁
秘
書
広
報
課
、
各
支
所
総
合
窓

口
課
、
各
出
張
所
に
備
え
付
け
の

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
提

出
し
て
く
だ
さ
い

■
そ
の
他

・
申
請
が
遅
れ
た
場
合
に
は
８
月
か

ら
の
適
用
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す

・
新
規
に
加
入
さ
れ
る
場
合
の
加
入

負
担
金
と
利
用
料
の
減
免
申
請
は
、

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す

■
問
い
合
わ
せ

〒
759
‐
4101
長
門
市
東
深
川
2366
‐
11

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
放
送
セ
ン
タ
ー

（
ほ
っ
ち
ゃ
テ
レ
ビ
）

TEL
23
‐
１
５
４
１

ほ
っ
ち
ゃ
テ
レ
ビ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
://w

w
w
.h
o
t-c
h
a
.tv/

■
対
象
　
市
内
に
住
所
が
あ
る
人
で

次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
、
高
校
に
通
学
す
る
生
徒
（
満

18
歳
に
な
る
年
度
末
ま
で
）
を
扶

養
し
て
い
る
人

・
配
偶
者
の
い
な
い
女
性
で
平
成
19

年
の
所
得
に
対
し
所
得
税
が
課
せ

ら
れ
て
い
な
い
人

・
扶
養
す
る
父
母
が
い
な
い
た
め
、

生
徒
と
同
居
し
扶
養
し
て
い
る
人

・
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人

■
補
助
額
　
高
校
生
の
通
学
用
定
期

乗
車
券
の
運
賃
で
月
額
８
、
０
０

０
円
を
超
え
る
額

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ

地
域
福
祉
課
子
ど
も
未
来
室

TEL
23
‐
１
１
５
６

ほ
っ
ち
ゃ
テ
レ
ビ
加
入
負

担
金
・
利
用
料
の
減
免

母
子
家
庭
等
の
通
学
費
補
助

男
女
共
同
参
画
週
間

第
10
回
み
す
ゞ
七
夕
笹
ま
つ
り
を

８
月
２
日
（土）
に
開
催
し
ま
す
。
多
く

の
み
な
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

み
す
ゞ
音
頭
総
踊
り

（
参
加
チ
ー
ム
に
は
参
加
賞
５
千
円
）

■
時
間

20：

00
〜
21：

00

■
対
象

市
内
の
企
業
・
グ
ル
ー
プ
に
よ
る

10
人
以
上
の
団
体

出
店

■
時
間

18：

00
〜
21：

00

■
場
所

仙
崎
み
す
ゞ
通
り

■
対
象

市
内
の
業
者
・
団
体

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

■
時
間

18：

00
〜
21：

00

み
す
ゞ
七
夕
笹
ま
つ
り

出
店
者
・
参
加
者
募
集

■
場
所

仙
崎
み
す
ゞ
通
り

■
対
象

市
内
の
個
人
・
グ
ル
ー
プ

共
通
事
項

■
申
込
方
法

仙
崎
公
民
館
備
え
付

け
の
申
込
用
紙
に
よ
る

■
申
込
期
限

６
／
27
（金）

■
注
意
事
項

出
店
・
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
小

間
料
は
無
料
で
す
が
、場
所
取
り
、

水
道
・
電
気
等
、
出
店
に
必
要
な

も
の
は
各
自
で
交
渉
、
手
配
し
て

く
だ
さ
い

■
問
い
合
わ
せ

仙
崎
公
民
館

TEL
26
‐
０
９
０
４

５
月
15
日
か
ら
境
川
区
、
上
川
西

１
区
、
上
ノ
原
区
、
河
原
区
、
小
河

内
区
、
白
潟
１
区
の
一
部
地
域
で
公

共
下
水
道
を
供
用
開
始
し
ま
し
た
。

工
事
期
間
中
、
地
域
の
皆
さ
ん
に
は

大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
公
共
マ
ス
の
設
置

が
完
了
し
て
い
る
ご
家
庭
に
つ
い
て

は
公
共
下
水
道
の
利
用
が
可
能
と
な

り
ま
す
。

な
お
、
ト
イ
レ
の
水
洗
化
に
際
し

て
は
、
改
造
資
金
の
融
資
あ
っ
旋
・

利
子
補
給
制
度
が
あ
り
ま
す
。
申
請

方
法
等
く
わ
し
く
は
下
水
道
課
業
務

係
ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
　
下
水
道
課
業
務
係

TEL
23
‐
１
１
９
０

公
共
下
水
道
の

供
用
開
始
に
つ
い
て



６
月
は「
住
環
境
衛
生
推
進
月
間
」

で
す
。
快
適
で
衛
生
的
な
生
活
環
境

を
確
保
し
ま
し
ょ
う
。

換
気
に
ご
注
意
を
！

気
温
が
高
い
時
期
、
特
に
、
新
築
、

改
築
、
改
装
後
の
建
物
は
、
換
気
を

励
行
し
ま
し
ょ
う
。

近
年
、
建
物
の
気
密
性
が
高
く
な

っ
た
こ
と
や
化
学
物
質
を
放
散
す
る

建
材
や
内
装
材
が
使
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
新

築
・
改
築
・
改
装
後
の
住
宅
や
ビ
ル

に
お
い
て
、
化
学
物
質
に
よ
る
室
内

空
気
汚
染
が
生
じ
、
そ
の
結
果
と
し

て
、
居
住
者
が
頭
痛
、
倦
怠
感
、
目

や
の
ど
の
痛
み
を
は
じ
め
様
々
な
体

調
不
良
を
訴
え
る
こ
と
が
起
き
て
い

ま
す
。
そ
の
症
状
が
多
様
で
、
症
状

発
生
の
仕
組
み
を
は
じ
め
、
未
解
明

な
部
分
が
多
く
、
ま
た
様
々
な
複
合

要
因
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
「
シ

ッ
ク
ハ
ウ
ス
症
候
群
」
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。

室
内
空
気
を
汚
染
す
る
化
学
物
質

は
、
一
般
的
に
、
温
度
が
高
い
ほ
ど

放
散
量
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
夏
季
に
、
建
物
を
長
く
締
め
切

っ
て
い
た
時
な
ど
は
、
十
分
に
換
気

を
す
る
よ
う
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

窓
に
よ
る
換
気
は
、
場
所
が
な
る

べ
く
離
れ
た
２
ヶ
所
の
窓
を
開
け
る

と
効
果
的
で
す
。

県
内
一
斉

ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

６
／
21
（土）
〜
７
／
７
（月）
は
ラ
イ
ト

ダ
ウ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
県
内
一
斉

に
展
開
さ
れ
ま
す
。

今
年
は
、
京
都
議
定
書
の
第
一
約

束
期
間
の
始
ま
り
の
年
で
も
あ
り
、

特
に
６
／
21
（土）
と
７
／
７
（月）
は
重
点

日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

事
業
所
や
家
庭
に
お
い
て
、
夜
８

時
か
ら
10
時
ま
で
の
２
時
間
、
可
能

な
範
囲
で
照
明
を
消
さ
れ
、
日
常
生

活
の
中
か
ら
で
き
る
温
暖
化
対
策
を

実
践
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

■
問
い
合
わ
せ

生
活
環
境
課
環
境
衛
生
係

TEL
23
‐
１
１
３
４

６５歳以上の皆さん（介護保険第１号被保険者）の平成２０年度介護保険料の保険料段階およ
び保険料額は図１のようになります。
なお、老年者の所得額１２５万円以下の場合の住民税非課税措置の廃止（税制改正）により、

保険料段階が第４段階及び第５段階に該当する人は、保険料額の急激な上昇を緩和するために図
２のとおり保険料額の軽減措置が適用されます。
また、災害等により、介護保険料の納付が難しいときや、介護保険サービス利用料の支払が難

しいときは、申請により負担が軽減されることがあります。お気軽にご相談ください。

第
21
回
お
さ
か
な
料
理

コ
ン
ク
ー
ル
作
品
募
集

山
口
県
水
産
物
消
費
拡
大
運
動
推

進
協
議
会
で
は
、
山
口
県
で
獲
れ
る

新
鮮
な
魚
介
類
を
使
っ
た
「
お
魚
家

庭
料
理
」
を
募
集
し
ま
す
。

■
テ
ー
マ

新
鮮
や
ま
ぐ
ち
！

ま
る
ご
と
！
地
魚
お
手
軽
料
理

■
応
募
内
容

・
自
身
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
料
理
で
、
雑

誌
・
コ
ン
ク
ー
ル
な
ど
に
未
発
表

の
も
の

・
山
口
県
で
獲
れ
る
魚
介
類
が
主
材

料
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

・
副
材
料
と
し
て
、
海
藻
類
か
緑
黄

色
野
菜
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

・
材
料
費
は
２
千
円
以
内（
４
人
分
）

・
４
人
分
を
１
時
間
以
内
で
調
理

・
１
人
分
と
３
人
分
に
分
け
て
盛
り

付
け
ま
す

■
応
募
方
法

次
の
項
目
を
記
入
の
う
え
料
理
の

写
真
を
添
え
て
封
書
ま
た
は
Ｅ
メ

ー
ル
に
よ
り
応
募
し
て
く
だ
さ
い

①
料
理
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
、
材
料
、
分

量
（
４
人
分
）、
作
り
方
、
料
理

の
コ
ツ
、
特
徴

②
住
所
、
氏
名
（
フ
リ
ガ
ナ
）、
年

齢
、
職
業
、
電
話
番
号
、
性
別

■
応
募
締
切

８
／
４
（月）
（
必
着
）

■
審
査
基
準

普
及
性
、
簡
便
性
、
栄
養
、
ア
イ

デ
ア
、
素
材
を
活
か
し
て
い
る
か

な
ど
に
つ
い
て
審
査

■
予
備
審
査

応
募
締
切
後
、
厳
正
な
書
類
審
査

を
行
い
県
大
会
出
場
者
９
名
を
決

定
し
ま
す

■
県
大
会

・
日
時
　
９
／
６
（土）

10：

00
〜

・
会
場
　
山
口
調
理
師
専
門
学
校

■
表
彰
　
最
優
秀
賞
（
賞
状
・
５
万

円
分
旅
行
券
）
ほ
か
各
賞
あ
り

■
応
募
・
問
い
合
わ
せ

〒
750
‐
0065
下
関
市
伊
崎
町

１
‐
４
‐
24

山
口
県
漁
協
内

お
さ
か
な
料
理
コ
ン
ク
ー
ル
係

TEL
０
８
３
‐
２
３
１
‐
２
２
１
２

Ｅ
メ
ー
ル

ka
to
@
jf-ym

g
.o
r.jp

６
月
は
住
環
境
衛
生

推
進
月
間
で
す

平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
22

年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
省
エ
ネ

改
修
工
事
が
行
わ
れ
た
住
宅
に
対
し

て
、
そ
の
翌
年
度
分
の
固
定
資
産
税

額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
住
宅

平
成
20
年
１
月
１
日
に
存
在
す
る

住
宅(

賃
貸
住
宅
を
除
く
）

■
対
象
と
な
る
工
事

次
の
①
の
工
事
、
ま
た
は
①
と
合

わ
せ
て
行
う
②
か
ら
④
の
工
事

で
、
改
修
部
位
が
い
ず
れ
も
現
行

の
省
エ
ネ
基
準
に
新
た
に
適
合
す

る
こ
と

省
エ
ネ
改
修
工
事
に
伴
う

固
定
資
産
税
減
額
制
度

①
窓
の
断
熱
改
修
工
事

②
床
の
断
熱
改
修
工
事

③
天
井
の
断
熱
改
修
工
事

④
壁
の
断
熱
改
修
工
事

※
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
の
合
計

が
30
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と

■
減
額
の
割
合
等

120
㎡
分
ま
で
を
限
度
と
し
て
、
翌

年
度
の
固
定
資
産
税
額
の
１
／
３

■
減
額
を
受
け
る
に
は

改
修
後
３
ヶ
月
以
内
に
建
築
士
、

指
定
確
認
検
査
機
関
ま
た
は
登
録

住
宅
性
能
評
価
機
関
に
よ
る
証
明

書
、
工
事
費
用
に
係
る
領
収
書
お

よ
び
改
修
工
事
前
後
の
写
真
を
添

え
て
、
本
庁
税
務
課
ま
た
は
各
支

所
総
合
窓
口
課
地
域
窓
口
係
へ
申

告
し
て
く
だ
さ
い

■
問
い
合
わ
せ税

務
課
固
定
資
産
税
係

TEL
23
‐
１
１
２
５

「
政
治
倫
理
確
立
の
た
め
の
長
門

市
長
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条

例
」
に
基
づ
き
、
６
月
30
日
（月）
か
ら

市
長
の
資
産
等
補
充
報
告
書
を
市
役

所
本
庁
総
務
課
で
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

■
閲
覧
時
間

８：

30
〜
17：

15

（
土
日
・
祝
日
・
年
末
年
始
除
く
）

■
問
い
合
わ
せ
　
　
総
務
課
行
政
係

TEL
23
‐
１
１
１
２

市
長
の
資
産
公
開



多
重
債
務
者無

料
法
律
相
談
会

県
で
は
、
７
月
を
山
口
県
多
重
債

務
相
談
強
化
月
間
と
位
置
付
け
、
市

や
町
、
山
口
県
弁
護
士
会
、
山
口
県

司
法
書
士
会
と
協
同
し
て
、
県
内
７

箇
所
で
多
重
債
務
者
向
け
の
無
料
相

談
会
を
実
施
し
ま
す
。

借
金
返
済
の
た
め
に
ま
た
借
金
を

繰
り
返
し
、
気
が
付
く
と
複
数
の
金

融
業
者
に
多
額
の
借
金
を
抱
え
て
し

ま
っ
た
…
。
こ
れ
を
「
多
重
債
務
」

と
い
い
、
厳
し
い
取
立
て
に
よ
り
平

穏
な
日
常
生
活
が
脅
か
さ
れ
て
い
る

多
重
債
務
者
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
ど
ん
な
に
多
額
の
借
金
を
抱
え

て
い
て
も
必
ず
解
決
の
方
法
は
あ
り

ま
す
。
一
人
で
悩
ま
ず
、
ま
ず
ご
相

路
線
価
等
の
公
開
に
つ
い
て

国
税
庁
で
は
、
平
成
20
年
分
の
路

線
価
図
等
を
７
月
１
日
（火）
か
ら
全
国

一
斉
に
公
開
す
る
予
定
で
す
。
ご
自

宅
、
全
国
の
国
税
局
・
税
務
署
で
パ

青
少
年
国
際
交
流
キ
ャ
ン
プ

参
加
者
募
集

■
期
間

７
／
30
（水）
〜
８
／
３
（日）

（
４
泊
５
日
）

■
場
所
　
山
梨
県
山
中
湖
村
営
山
中

湖
キ
ャ
ン
プ
場

■
内
容
　
富
士
登
山
、
ワ
イ
ド
ゲ
ー

ム
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
テ
ン

ト
設
営
、
野
外
炊
飯
な
ど

■
対
象

小
学
校
４
年
生
〜
中
学
３
年
生

■
定
員

日
本
人
140
人
　
外
国
人
40
人

■
参
加
費
　
４
万
６
千
円
〜

■
申
込
締
切
　
７
／
４
（金）

■
資
料
請
求
・
問
い
合
わ
せ

〒
160
‐
0004
東
京
都
新
宿
区
四
谷

２
‐
11

大
村
ビ
ル
３
階
　

（財）
国
際
青
少
年
研
修
協
会

TEL
０
３
‐
３
３
５
９
‐
８
４
２
１

Ｅ
メ
ー
ル
　in

fo
@
kskk.o

r.jp
h
ttp
://w

w
w
.kskk.o

r.jp

技
術
で
応
え
る

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
相
談
会

悪
質
リ
フ
ォ
ー
ム
対
策
、

施
工
技
能
者
が
現
場
経
験
を
生
か
し

て
お
応
え
し
ま
す

近
年
、
悪
質
な
訪
問
販
売
業
者
等

談
く
だ
さ
い
。

【
長
門
会
場
】

■
日
時

・
７
／
11
（金）

10：

00
〜
16：

00

（
弁
護
士
相
談
）

・
７
／
12
（土）

10：

00
〜
16：

00

（
司
法
書
士
相
談
）

■
場
所

長
門
市
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
長
門
市
東
深
川
1321
‐
１
）

■
内
容

法
律
専
門
家
と
の
面
接
に

よ
る
無
料
法
律
相
談
（
１
人
あ
た

り
30
分
）

■
定
員

20
人
（
事
前
予
約
制
・
定

員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
）

■
申
込
方
法

山
口
県
県
民
生
活
課

ま
た
は
長
門
市
役
所
市
民
活
動
推

進
室
に
電
話
で
申
し
込
む

※
予
約
受
付
は
、
相
談
日
前
日
の
17

時
ま
で
（
土
日
祝
日
除
く
）

■
そ
の
他
　
他
の
会
場
の
日
程
に
つ

い
て
は
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

・
山
口
県
県
民
生
活
課

TEL
０
８
３
‐
９
３
３
‐
２
６
０
８

・
長
門
市
役
所
市
民
活
動
推
進
室

TEL
23
‐
１
１
１
５

６月は
市県民税
の納期月です。

６月30日（月）が納期限になっ
ていますので、早めに納付をお
願いします。また、６月30日
が口座振替日になっていますの
で、残高確認をお願いします。

や
ま
ぐ
ち
結
婚
応
援
団

山
口
県
で
は
、
社
会
全
体
で
結
婚

を
応
援
す
る
気
運
を
醸
成
す
る
た
め

「
や
ま
ぐ
ち
子
育
て
県
民
運
動
」
の

一
環
と
し
て
「
や
ま
ぐ
ち
結
婚
応
援

団
」
に
よ
る
民
間
主
体
の
結
婚
に
向

け
た
出
会
い
の
場
づ
く
り
を
促
進
し

て
い
ま
す
。
こ
の
事
業
の
趣
旨
に
賛

同
し
、
結
婚
に
向
け
た
出
会
い
の
場

づ
く
り
事
業
を
実
施
し
て
い
た
だ
け

る
団
体
等
を
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
対
象

・
県
内
を
活
動
の
本
拠
と
す
る
民
間

の
非
営
利
団
体
（
法
人
格
の
有
無

は
問
わ
な
い
）
（例）
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、

Ｊ
Ｃ
、
商
工
会
議
所
、
青
年
団
、

Ｊ
Ａ
、
子
育
て
支
援
団
体
等

・
県
内
に
事
業
所
等
が
あ
る
レ
ス
ト

ラ
ン
、
ホ
テ
ル
、
旅
行
代
理
店
、

イ
ベ
ン
ト
会
社
等

■
結
婚
応
援
団
の
活
動
例

レ
ス
ト
ラ
ン
で
の
出
会
い
パ
ー
テ

ィ
ー
、
独
身
男
女
を
対
象
と
し
た

バ
ス
ツ
ア
ー
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
能
力
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
、
独

身
男
女
を
対
象
と
し
た
文
化
教
養

講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
大
会
な
ど

■
取
り
組
み
内
容

・
事
務
局
で
審
査
の
う
え
、
適
当
と

認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
県
民
運
動

サ
ポ
ー
ト
会
員
「
や
ま
ぐ
ち
結
婚

応
援
団
」
と
し
て
登
録
し
、
団
員

登
録
証
等
を
発
行
し
ま
す

・
や
ま
ぐ
ち
結
婚
応
援
団
の
活
動
内

容
、
参
加
者
募
集
等
を
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
情
報
発
信
し
ま
す

■
申
込
方
法

市
役
所
本
庁
子
ど
も

未
来
室
に
備
え
付
け
の
申
込
書
に

必
要
事
項
を
記
載
の
う
え
郵
便
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
い
ず
れ
か
に
よ

り
送
付
（
申
込
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

〒
753
‐
8501
山
口
市
滝
町
１
‐
１

や
ま
ぐ
ち
子
育
て
県
民
運
動
推
進

会
議
事
務
局（
県
こ
ど
も
未
来
課
）

TEL
０
８
３
‐
９
３
３
‐
２
７
５
４

FAX
０
８
３
‐
９
３
３
‐
２
７
５
９

Ｅ
メ
ー
ル

a13300@
pref.yam

aguchi.lg.jp

や
ま
ぐ
ち
結
婚
応
援
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http
://w

w
w
.yam

ag
uchi-

ko
so
d
ate
.ne
t/ke

kko
n/

税
務
職
員
募
集

■
受
験
資
格

昭
和
62
年
４
月
２
日
〜
平
成
３
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

■
試
験
程
度

高
校
卒
業
程
度

■
申
込
期
間

６
／
24
（火）
〜
７
／
１
（火）

■
１
次
試
験

・
試
験
日
　
９
／
７
（日）

・
試
験
会
場

山
口
市
、
鳥
取
市
、
松
江
市
、
岡

山
市
、
広
島
市
、
福
山
市

火
薬
類
製
造
・
取
扱

保
安
責
任
者
試
験

■
日
時

８
／
24
（日）

甲
種
・
乙
種
火
薬
類

取
扱
保
安
責
任
者
試
験

13：

00
〜
15：

00

丙
種
火
薬
類製

造
保
安
責
任
者
試
験

13：

00
〜
15：

30

■
場
所
　
山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク

（
山
口
市
秋
穂
二
島
1062
）

■
願
書
受
付
期
間

６
／
24
（火）
〜
７
／
３
（木）

９：

30
〜
16：

30

（
土
・
日
は
除
く
）

※
郵
送
の
場
合
は
７
／
３
（木）
の
消
印

の
あ
る
も
の
ま
で
有
効

■
願
書
請
求
・
受
付
・
問
い
合
わ
せ

〒
753
‐
0074
山
口
市
中
央
４
‐
５
‐
16

山
口
県
商
工
会
館
２
Ｆ

（社）
山
口
県
火
薬
保
安
協
会
内

（社）
全
国
火
薬
類
保
安
協
会

山
口
県
試
験
事
務
所

TEL
０
８
３
‐
９
２
５
‐
２
６
４
９

・
試
験
科
目

教
養
試
験
、
適
性
試
験
、
作
文
試
験

■
資
料
請
求
・
問
い
合
わ
せ

・
〒
730
‐
8521
広
島
市
中
区

上
八
丁
堀
６
‐
30

広
島
国
税
局
人
事
第
二
課

試
験
研
修
係

TEL
０
８
２
‐
２
２
１
‐
９
２
１
１

h
ttp
://w

w
w
.n
ta
.g
o
.jp

・
長
門
税
務
署
総
務
課

TEL
22
‐
２
４
４
１

夏
だ
！
レ
ッ
ツ
マ
リ
ン
!!

参
加
者
募
集

山
口
県
油
谷
青
年
の
家
で
は
、
海

水
浴
や
魚
釣
り
、
ボ
ー
ド
遊
び
な
ど

の
海
浜
活
動
へ
の
参
加
者
を
募
集
し

ま
す
。

■
日
時

７
／
12
（土）
11：

00
〜

13
（日）
13：

00

■
場
所
　
山
口
県
油
谷
青
年
の
家

■
内
容

コ
ー
ス
別
海
浜
活
動
、
親
子
バ
ー

ベ
キ
ュ
ー
、
花
火
大
会
等

■
対
象

小
・
中
学
生
と
そ
の
保
護
者

■
定
員
　
40
名
（
申
込
多
数
の
場
合

は
抽
選
）

■
参
加
費

・
お
と
な
　
３
、
３
０
０
円

・
こ
ど
も
　
３
、
０
０
０
円

（
食
事
・
保
険
・
写
真
代
等
含
む
）

■
持
参
す
る
も
の

初
日
昼
食
の
弁
当
、
洗
面
用
具
、

着
替
え
、
水
着
、
魚
釣
り
道
具
、

軍
手
、
体
育
館
シ
ュ
ー
ズ
、
雨
具
、

健
康
保
険
証

■
申
込
方
法

「
夏
だ
レ
ッ
ツ
マ
リ
ン
参
加
申
し

込
み
」
と
表
示
し
、
次
の
項
目
を

記
入
の
う
え
ハ
ガ
キ
ま
た
は
Ｆ
Ａ

Ｘ
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

①
参
加
者
全
員
分
の
氏
名
、
性
別
、

生
年
月
日
、
年
齢

②
郵
便
番
号
、
住
所
、
電
話
番
号

③
希
望
海
浜
活
動
コ
ー
ス
（
１
日
目

○
コ
ー
ス
、
２
日
目
○
コ
ー
ス
）

※
海
浜
活
動
コ
ー
ス

Ａ
コ
ー
ス
…
船
釣
り

Ｂ
コ
ー
ス
…
波
止
場
釣
り

Ｃ
コ
ー
ス
…
海
水
浴
・
ボ
ー
ド
遊
び

■
申
込
締
切
　
６
／
27
（金）
（
必
着
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

〒
759
‐
4505
長
門
市
油
谷
伊
上
1068

山
口
県
油
谷
青
年
の
家

TEL
32
‐
１
０
０
０

FAX
32
‐
０
９
７
９

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
相
談

休
日
開
庁
・
時
間
延
長

県
内
社
会
保
険
事
務
所
と
防
府
年

金
相
談
セ
ン
タ
ー
で
は
「
ね
ん
き
ん

特
別
便
」
の
送
付
に
合
わ
せ
て
、
６

月
す
べ
て
の
土
曜
日
・
日
曜
日
の
開

庁
と
平
日
の
時
間
延
長
を
行
い
ま

す
。「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
が
届
い

た
人
を
対
象
に
、
年
金
記
録
の
確
認

や
、
ご
不
明
な
点
な
ど
の
ご
相
談
を

お
受
け
し
ま
す
。

■
受
付
時
間

・
休
日
　
９：

30
〜
16：

00

・
平
日
　
８：

30
〜
19：

00

※
６
月
前
半
の
平
日
は
混
雑
が
予
想

さ
れ
ま
す
。
休
日
相
談
日
や
６
月

後
半
の
平
日
が
比
較
的
落
ち
着
く

見
込
み
で
す

電
話
で
の
ご
相
談
は

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

■
電
話
番
号

TEL
０
５
７
０
‐
０
５
８
‐
５
５
５

※
Ｉ
Ｐ
電
話
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は

TEL
０
３
‐
６
７
０
０
‐
１
１
４
４

■
受
付
時
間

・
休
日
　
９：

00
〜
20：

00

・
平
日
　
９：

00
〜
17：

00

■
問
い
合
わ
せ

萩
社
会
保
険
事
務
所

TEL
０
８
３
８
‐
２
４
‐
２
１
５
５

ア
ワ
ビ
・
サ
ザ
エ
等
の

採
捕
禁
止
に
つ
い
て

漁
業
法
で
は
、
沿
岸
一
帯
は
地
元

の
漁
協
に
漁
業
権
が
免
許
さ
れ
て
お

り
、
沿
岸
域
に
生
息
し
て
い
る
ア
ワ

ビ
・
サ
ザ
エ
・
ナ
マ
コ
・
ワ
カ
メ
な

ど
は
組
合
員
以
外
の
人
が
捕
る
こ
と

は
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

■
漁
業
権
が
免
許
さ
れ
て
い
る
主
な

魚
介
類
（
第
１
種
共
同
漁
業
権
対

象
種
）

・
貝
類
…
ア
ワ
ビ
、
サ
ザ
エ
、
ア
サ

リ
（※）
、
ハ
マ
グ
リ
、
カ
キ

・
海
藻
類
…
ワ
カ
メ
、
ヒ
ジ
キ
、
ア

ラ
メ
、
テ
ン
グ
サ
、
モ
ズ
ク

・
そ
の
他
…
タ
コ
、
シ
ャ
コ
、
ナ
マ

コ
、
ウ
ニ
、
エ
ム
シ
（
ユ
ム
シ
）

※
ア
サ
リ
等
の
潮
干
狩
り
は
、
現
場

で
漁
協
の
指
示
に
従
う
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い

■
問
い
合
わ
せ

山
口
県
漁
協
長
門
統
括
支
店

TEL
26
‐
１
３
１
３

に
よ
る
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
を
め
ぐ
る

ト
ラ
ブ
ル
が
急
増
し
、
施
工
不
良
や

工
事
の
未
完
成
、
詐
欺
ま
が
い
の
行

為
が
起
き
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
、
（社）
山

口
県
住
宅
建
設
協
会
で
は
、
住
宅
リ

フ
ォ
ー
ム
に
関
す
る
適
切
な
情
報
提

供
を
行
う
相
談
会
を
行
い
ま
す
。

■
日
時

７
／
７
（月）10：

00
〜
15：

30

■
場
所

市
役
所
本
庁
１
階
ロ
ビ
ー

■
相
談
料

無
料

■
問
い
合
わ
せ

（社）
山
口
県
住
宅
建
設
協
会

TEL
０
８
３
‐
９
２
５
‐
２
２
７
７

ソ
コ
ン
に
よ
り
閲
覧
で
き
ま
す
。

国
税
局
・
税
務
署
で
は
Ｉ
Ｔ
化
・

ペ
ー
パ
レ
ス
化
を
進
め
て
お
り
、
今

年
分
か
ら
冊
子
を
備
え
付
け
て
お
り

ま
せ
ん
の
で
ご
理
解
願
い
ま
す
。

■
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
://w

w
w
.n
ta
.g
o
.jp
/

■
問
い
合
わ
せ
　
長
門
税
務
署

TEL
22
‐
２
４
４
１



湖笛（上・下）
水上勉／著

ごま書房／出版

義弟を殺し、妹を略
奪した豊臣秀吉に立ち
向かい、流浪の日々を

送っていた京極高次。彼は、名門京極家
の復興を遂げるため、仇敵である秀吉に
仕えることを決意する。有為転変の境遇
をもがき苦しみながら生き抜く武将の一
生を描いた長編歴史小説。待望の復刊！

育
委
員
会
に
よ
り
一
部
が
調
査
さ
れ
、
塩
田

の
お
お
よ
そ
の
輪
郭
が
掌
握
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
塩
浜
六
五
〇
ア
ー
ル
の
面
積

を
擁
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け

て
入
浜
式
塩
田
は
瀬
戸
内
海
岸
に
移
行
し
て

お
り
、
油
谷
湾
内
で
は
小
田
海
浜
八
〇
ア
ー

ル
が
残
る
の
み
と
な
る
。
第
二
次
大
戦
後
の

昭
和
二
十
年
十
月
、
旧
朝
鮮
築
港
会
社
が
油

谷
湾
塩
業
会
社
と
改
称
し
小
田
で
起
工
式
を

行
っ
て
い
る
。
浜
面
積
三
〇
〇
ア
ー
ル
、
生

産
量
三
六
〇
ト
ン
が
計
画
さ
れ
た
が
、
目
標

高
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
ず
昭
和
三
十
四
年

に
閉
鎖
さ
れ
た
。

塩
は
必
要
不
可
欠
な
物
で
あ
り
、
萩
藩
時

代
は
四
白
政
策
（
米
・
塩
・
紙
・
蝋
）
と
し

て
経
済
立
て
直
し
を
し
て
い
る
。
油
谷
湾
内

海
岸
は
、
一
時
期
と
は
い
え
長
門
国
の
生
産

高
の
半
分
を
担
っ
た
事
は
特
筆
に
値
す
る
。

「
郷
土
歴
史
講
座
」
開
催
の
お
知
ら
せ

長
門
市
立
図
書
館
新
館
開
館
10
周
年
、
そ
し

て
長
門
郷
土
文
化
研
究
会
創
立
50
周
年
の
記
念

行
事
と
し
て
、
全
８
回
に
わ
た
り
、
郷
土
歴
史

講
座
を
図
書
館
と
長
門
郷
土
文
化
研
究
会
の
共

催
で
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な
い
長
門
の
歴
史

を
、
振
り
返
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
場
　
所
　
図
書
館
　
２
階
視
聴
覚
室

開
館
時
間
を
延
長
し
ま
す
！

７
月
１
日
か
ら
８
月
31
日
ま
で
の
平
日
に
限

り
、
本
館
の
開
館
時
間
を
午
後
７
時
ま
で
延
長

し
ま
す
。

土
・
日
曜
日
は
通
常
ど
お
り
午
後
５
時
ま
で

と
な
り
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
ご
利
用
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

平
成
19
年
度
ベ
ス
ト
リ
ー
ダ
ー
発
表

〈
一
般
書
〉

１
位
　
『
還
ら
ざ
る
道
』

内
田
康
夫

２
位
　
『
ま
と
い
大
名
』

山
本
一
力

３
位
　
『
危
険
な
遊
び
』

西
村
京
太
郎

〈
絵
本
〉

１
位
　
『
へ
ん
し
ん
ト
イ
レ
』あ

き
や
ま
た
だ
し

２
位
　
『
ペ
ネ
ロ
ペ
あ
い
さ
つ
で
き
る
か
な
』

ア
ン
・
グ
ッ
ド
マ
ン

３
位
　
『
も
っ
た
い
な
い
ば
あ
さ
ん
が
く
る
よ
！
』

真
珠
ま
り
こ

７／５（土）13：30～
「はやおきおばけと

かぞえうた」
（29分）

７／26（土）13：30～
「ファーブル昆虫記」
（①ハチのなかまたち）

（40分）

●
時
　
間
　
13：

30
〜
15：

00

●
申
込
先
　
長
門
立
図
書
館
（
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
）

●
定
　
員
　
先
着
50
名

●
参
加
料
　
無
料

※
５
回
以
上
の
出
席
者
に
は
、
修
了
証
書
と
オ

リ
ジ
ナ
ル
商
品
を
贈
呈
し
ま
す
。

新
着
案
内
（
一
部
）

「
愛
し
の
座
敷
わ
ら
し
」
荻
原
浩
、「
風
花
」
川

上
弘
美
、「
孤
塁
の
名
人
」
津
本
陽
、「
夜
に
目

醒
め
よ
」
梁
石
日
、「
わ
が
人
生
の
歌
が
た
り

昭
和
の
青
春
」
五
木
寛
之
、「
い
ま
、
釈
迦
の

こ
と
ば
」
瀬
戸
内
寂
聴
、「
天
皇
た
ち
の
和
歌
」

谷
知
子
、「
失
く
し
た
記
憶
の
物
語
」
ガ
ブ
リ

エ
ル
・
ゼ
ヴ
ィ
ン
、「
絆
」
島
田
洋
七
、「
有

機
・
無
農
薬
で
で
き
る
は
じ
め
て
の
家
庭
菜

園
」
金
子
美
登
、「
中
国
食
品
動
乱
」
小
森
正

彦
、「
正
義
の
正
体
」
田
中
森
一
、「
ラ
ン
チ
は

儲
か
ら
な
い
飲
み
放
題
は
儲
か
る
」
江
間
正
和
、

「
し
か
け
が
い
っ
ぱ
い
！
手
づ
く
り
カ
ー
ド
集
」

い
し
か
わ
ま
り
こ
ほ
か

古
代
よ
り
油
谷
湾
に
お
い
て
塩
造
り
が
行

わ
れ
て
い
た
。
古
墳
時
代
は
「
藻
塩
焼

も
し
お
や
き

」
製

塩
法
、
つ
ま
り
刈
り
取
っ
た
藻
に
海
水
を
か

け
て
濃
縮
し
た
も
の
を
土
器
に
入
れ
て
煮
沸

し
結
晶
塩
を
取
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
日
置
堀
田
ほ
り
た

遺
跡
（
古
墳
時
代
）
で
鉢
形

土
器
が
発
掘
さ
れ
た
。
こ
れ
が
製
塩
工
程
に

使
用
さ
れ
た
土
器
の
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ

て
い
る
。
堀
田
遺
跡
は
竪
穴

た
て
あ
な

住
居
跡
で
、
油

谷
湾
に
そ
そ
ぐ
掛
渕
川
支
流
の
黒
川
の
上
流

に
位
置
し
て
お
り
、
海
と
深
い
関
わ
り
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

時
代
が
下
り
中
世
後
期
に
は
浜
に
お
け
る

塩
浜
製
塩
技
術
の
出
現
、
特
に
周
防
の
瀬
戸

内
海
地
方
で
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
山

陰
側
は
浜
も
少
な
く
塩
浜
製
塩
が
難
し
い
。

と
こ
ろ
が
文
献
に
よ
れ
ば
、
近
世
前
期
（
一

六
一
〇
頃
）
に
な
る
と
、
長
門
国
で
は
油
谷

湾
沿
岸
の
伊
上
貝
川
の
浜
で
塩
四
六
三
石
、

河
原
塩
屋
本
浜
一
三
六
石
、
角
山
浜
で
一

三
・
七
石
の
生
産
高
で
あ
る
。
長
門
国
の
塩

浜
石
総
生
産
一
一
四
〇
石
に
対
し
て
五
三
・

七
％
の
六
一
二
・
七
石
が
油
谷
湾
で
生
産
さ

れ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

伊
上
貝
川
付
近
に
「
釜
屋
か
ま
や

の
畑
」「
釜
屋

の
土
手
」
と
言
う
小
字
名
が
あ
っ
て
製
塩
の

遺
構
い
こ
う

が
あ
る
。
昭
和
六
十
三
年
に
当
時
の
教

油
谷
湾
の
製
塩

油谷伊上貝川の塩田があったとされる場所

貝川

海
上
保
安
庁
で
は
、「
未
来
に
残
そ
う
青
い
海
」

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
６
月
１
日
か
ら
30
日
ま
で

の
１
ケ
月
間
を
「
海
洋
環
境
保
全
推
進
月
間
」

と
し
て
、
海
事
・
漁
業
関
係
者
を
対
象
と
し
た

指
導
及
び
子
供
達
を
含
む
一
般
市
民
を
対
象
と

し
た
海
洋
環
境
保
全
思
想
の
普
及
・
啓
発
活
動

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

廃
船
の
不
法
投
棄
、
油
や
汚
水
の
違
法
排
出

の
ほ
か
家
庭
か
ら
の
生
活
排
水
や
海
に
何
気
な

く
捨
て
ら
れ
た
ゴ
ミ
な
ど
も
海
を
汚
す
大
き
な

原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
が
海
を

大
切
に
す
る
と
い
う
気
持
ち
を
持
ち
、
未
来
の

子
供
た
ち
に
き
れ
い
な
海
を
残
し
ま
し
ょ
う
。

新
着
図
書
（
ゆ
や
分
館
／
一
部
）

「
連
鎖
す
る
大
暴
落
」
副
島
隆
彦
、「
子
育
て
が

ラ
ク
に
な
る
ク
ッ
キ
ン
グ
セ
ラ
ピ
ー
」
吉
原
ひ

ろ
こ
、「
ジ
ー
ン
・
ワ
ル
ツ
」
海
堂
尊
、「
旅
立

つ
マ
リ
ニ
ア
」
栗
本
薫
、「
証
人
た
ち
」
ジ
ョ
ル

ジ
ュ
・
シ
ム
ノ
ン
、「
花
に
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
」

ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
テ
ー
ラ
ー
＝
レ
イ
ル
、「
そ
ら
の

木
」
北
見
葉
胡
ほ
か

き
れ
い
な
海
を
守
る
た
め
に
！

▲焼塩壺（左、蓋井島出土）、製塩用鉢型
土器（右）。いずれも下関市立考古館蔵

掘田遺跡

小田



５
月
25
日
、
ル
ネ
ッ
サ
な
が
と
で

「
な
が
と
和
太
鼓
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
２

０
０
８
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

出
演
し
た
の
は
、「
鼓
波
会
」、「
三

隅
清
風
太
鼓
」、
長
門
和
太
鼓
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
「
翔
門
」、
み
す
ゞ
音
頭
を
育

て
る
会
「
青
波
」
の
４
団
体
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
個
性
あ
ふ
れ
る
演
奏
の
ほ
か
、

子
ど
も
出
演
者
29
人
に
よ
る
合
同
演
奏
「
み
ん
な
wo
す
き
に
」
も
披

露
さ
れ
、
子
ど
も
た
ち
の
か
わ
い
く
も
元
気
あ
ふ
れ
る
力
強
い
演
奏

に
、
会
場
か
ら
は
あ
た
た
か
い
拍
手
が
贈
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

な
が
と
和
太
鼓
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

元
気
に
ド
コ
ド
ン
！
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